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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】全帯域幅の復調ができないモバイルステーショ
ン、もしくは全帯域幅より少ない帯域幅での復調が可能
なモバイルステーションをサポートする。
【解決手段】全帯域幅よりも少ない帯域幅でユーザーを
スケジュールする。さらに、あるユーザーは、他のユー
ザーより多くの帯域幅でスケジュールされうる。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　メモリと、
　前記メモリと結合され、複数のキャリヤのそれぞれについて複数の制御チャネル伝送の
送信を指示するプロセッサと、
　を備える無線通信装置であって、
　前記制御チャネル伝送のそれぞれは、他のいずれの制御チャネル伝送に含まれている情
報も使用することなくそのキャリヤ内で通信するに十分な情報を含む、無線通信装置。
【請求項２】
　前記プロセッサは、さらに、前記複数の制御チャネル伝送の送信を同時に指示する、請
求項１に記載の無線通信装置。
【請求項３】
　前記プロセッサは、さらに、前記複数の制御チャネル伝送の送信を非同時的に指示する
、請求項１に記載の無線通信装置。
【請求項４】
　前記複数のキャリヤのそれぞれは、５ＭＨｚの帯域幅を有する、請求項１に記載の無線
通信装置。
【請求項５】
　前記プロセッサは、さらに、前記複数の制御チャネル伝送の送信指示よりも前に、前記
複数のキャリヤのそれぞれに広がるスーパーフレームプリアンブルの送信を指示する、請
求項１に記載の無線通信装置。
【請求項６】
　前記プロセッサは、さらに、前記複数の制御チャネル伝送の送信指示よりも前に、前記
複数のキャリヤのそれぞれ用のスーパーフレームプリアンブルの送信を指示する、請求項
１に記載の無線通信装置。
【請求項７】
　前記プロセッサは、さらに、第１のキャリヤでシンボルレートホッピング伝送の送信を
指示する、請求項１に記載の無線通信装置。
【請求項８】
　前記プロセッサは、さらに、第１のキャリヤでブロックホッピング伝送の送信を指示す
る、請求項１に記載の無線通信装置。
【請求項９】
　前記プロセッサは、さらに、前記キャリヤのうちの少なくとも１つで変更キャリヤメッ
セージを送信し、少なくとも１つの他のキャリヤの制御メッセージを復調するようアクセ
ス端末に指示する、請求項１に記載の無線通信の装置。
【請求項１０】
　前記変更キャリヤメッセージはデータ伝送を備える、請求項９に記載の無線通信装置。
【請求項１１】
　前記変更キャリヤメッセージは制御伝送を備える、請求項９に記載の無線通信装置。
【請求項１２】
　前記制御チャネルのそれぞれは、そのキャリヤのみで通信しているアクセス端末のため
の割り当て情報を備える、請求項１に記載の無線通信装置。
【請求項１３】
　前記制御チャネルのうちのただ１つの制御チャネルは、マルチキャリヤで通信している
アクセス端末のための割り当て情報を備える、請求項１に記載の無線通信装置。
【請求項１４】
　前記制御チャネルのそれぞれは、そのキャリヤで通信しているアクセス端末のための電
力制御情報を備える、請求項１に記載の無線通信装置。
【請求項１５】
　前記複数のキャリヤ中の１つのキャリヤ上の１つの制御チャネルは、マルチキャリヤで
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通信しているアクセス端末のための電力制御情報を備える、請求項１に記載の無線通信装
置。
【請求項１６】
　第１のキャリヤで第１のセクタから制御チャネル伝送を送信する手順と、
　前記制御チャネル伝送と実質的に同時フレームの間に、第２のキャリヤで前記第１のセ
クタから他の制御チャネル伝送を送信する手順と、
　を備える無線通信方法であって、
　前記制御チャネル伝送のそれぞれは、他のいずれの制御チャネル伝送に含まれている情
報も使用することなくそのキャリヤ内で通信するに十分な情報を含む、無線通信方法。
【請求項１７】
　前記制御チャネル伝送と前記他の制御チャネル伝送とは同期している、請求項１６に記
載の方法。
【請求項１８】
　前記制御チャネル伝送と前記他の制御チャネル伝送とは非同期である、請求項１６に記
載の方法。
【請求項１９】
　前記複数のキャリヤのそれぞれは５ＭＨｚの帯域幅を有する、請求項１６に記載の方法
。
【請求項２０】
　前記キャリヤのうちの少なくとも１つで変更キャリヤメッセージを送信し、少なくとも
１つの他のキャリヤの制御メッセージを復調するようアクセス端末に指示する手順をさら
に備える、請求項１６に記載の方法。
【請求項２１】
　前記変更キャリヤメッセージはデータ伝送を備える、請求項１６に記載の方法。
【請求項２２】
　前記変更キャリヤメッセージは制御伝送を備える、請求項１６に記載の方法。
【請求項２３】
　前記制御チャネルのそれぞれは、そのキャリヤのみで通信しているアクセス端末のため
の割り当て情報を備える、請求項１６に記載の方法。
【請求項２４】
　前記制御チャネルのうちのただ１つの制御チャネルは、マルチキャリヤで通信している
アクセス端末のための割り当て情報を備える、請求項１６に記載の方法。
【請求項２５】
　前記制御チャネルのそれぞれは、そのキャリヤで通信しているアクセス端末のための電
力制御情報を備える、請求項１６に記載の方法。
【請求項２６】
　前記複数のキャリヤ中の１つのキャリヤ上の１つの制御チャネルは、マルチキャリヤで
通信しているアクセス端末のための電力制御情報を備える、請求項１６に記載の方法。
【請求項２７】
　第１のキャリヤで第１のセクタから制御チャネル伝送を送信する手段と、
　前記制御チャネル伝送と実質的に同時フレームの間に、第２のキャリヤで前記第１のセ
クタから他の制御チャネル伝送を送信する手段と、
　を備える無線通信装置であって、
　前記制御チャネル伝送のそれぞれは、他のいずれの制御チャネル伝送に含まれている情
報も使用することなくそのキャリヤ内で通信するに十分な情報を含む、無線通信装置。
【請求項２８】
　前記制御チャネル伝送と前記他の制御チャネル伝送とは同期している、請求項２７に記
載の無線通信装置。
【請求項２９】
　前記制御チャネル伝送と前記他の制御チャネル伝送とは非同期である、請求項２７に記
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載の無線通信装置。
【請求項３０】
　前記キャリヤのうちの少なくとも１つで変更キャリヤメッセージを送信し、少なくとも
１つの他のキャリヤの制御メッセージを復調するようアクセス端末に指示する手段をさら
に備える、請求項２７に記載の無線通信装置。
【請求項３１】
　前記変更キャリヤメッセージはデータ伝送を備える、請求項３０に記載の無線通信装置
。
【請求項３２】
　前記変更キャリヤメッセージは制御伝送を備える、請求項３０に記載の無線通信装置。
【請求項３３】
　前記制御チャネルのそれぞれは、そのキャリヤのみで通信しているアクセス端末のため
の割り当て情報を備える、請求項２７に記載の無線通信装置。
【請求項３４】
　前記制御チャネルのうちのただ１つの制御チャネルは、マルチキャリヤで通信している
アクセス端末のための割り当て情報を備える、請求項２７に記載の無線通信装置。
【請求項３５】
　前記制御チャネルのそれぞれは、そのキャリヤで通信しているアクセス端末のための電
力制御情報を備える、請求項２７に記載の無線通信装置。
【請求項３６】
　前記複数のキャリヤ中の１つのキャリヤ上の１つの制御チャネルは、マルチキャリヤで
通信しているアクセス端末のための電力制御情報を備える、請求項２７に記載の無線通信
装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は一般には無線通信に関し、とりわけスケーラブル周波数帯域動作に関する。
【背景技術】
【０００２】
　無線通信システムは、世界中の人々の多くが通信するようになる一般的手段となった。
無線通信デバイスは、消費者のニーズを満たし、かつ携帯性および便宜性を改良するため
により小型に、かつより強力になった。セルラー電話などのモバイルデバイスにおける処
理電力の増大は、無線ネットワーク伝送システムに対する要求の増大を招いた。このよう
なシステムは通常、通信するセルラーデバイス程には容易に更新されない。モバイルデバ
イス性能が拡張すると、新規かつ改良された無線デバイス性能の完全な利用を容易にする
方法で古い無線ネットワークシステムを維持するのは困難である。
【０００３】
　無線通信システムは概して、チャネルの形態の伝送リソースを生成するために異なるア
プローチを利用する。これらのシステムはコード分割多重化（ＣＤＭ）システム、周波数
分割多重化（ＦＤＭ）システム、および時間分割多重化（ＴＤＭ）システムであってもよ
い。一般に利用されているＦＤＭの変形例は、全システム帯域幅を複数の直交サブキャリ
ヤに効果的に分割する直交周波数分割多重化（ＯＦＤＭ）である。これらのサブキャリヤ
はまたトーン、ビンおよび周波数チャネルと称されることもある。各サブキャリヤはデー
タによって変調可能である。時間分割ベース技術によって、各サブキャリヤは順次タイム
スライスやタイムスロットの一部を備えることができる。各ユーザーは、所定のバースト
周期やフレームで情報を送受信するための１つ以上のタイムスロットおよびサブキャリヤ
の組み合わせを提供されてもよい。ホッピング方式は一般的に、シンボルレートホッピン
グ方式やブロックホッピング方式であってもよい。
【０００４】
　コード分割ベース技術は通常、ある範囲で常時使用可能ないくつかの周波数でデータを
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伝送する。一般的に、データはディジタル化されて、使用可能な帯域幅で拡散され、この
場合複数のユーザーがチャネルにオーバーレイされることがあり、それぞれのユーザーが
一意のシーケンスコードを割り当てられることが可能である。ユーザーはスペクトルの同
一の広帯域チャンクで伝送可能であり、この場合各ユーザーの信号はこのそれぞれの一意
の拡散コードによって帯域幅全体に拡散される。本技術は共有を提供することができ、こ
の場合は１人以上のユーザーが同時に送受信可能である。このような共有はスペクトル拡
散ディジタル変調で達成可能であり、この場合ユーザーのビットストリームは擬似ランダ
ムに極めて広いチャネルで符号化および拡散される。受信機は、コヒーレントに特定のユ
ーザーのビットを収集するために、関連の一意のシーケンスコードを認識し、かつランダ
ム化を取り消すように設計されている。
【０００５】
　通常の無線通信ネットワーク（例えば、周波数、時間および／またはコード分割技術を
用いる）は、カバレージエリアを提供する１つ以上の基地局と、カバレージエリア内でデ
ータを送受信可能な１つ以上のモバイル（例えば、無線）端末とを含んでいる。通常の基
地局は、ブロードキャスト、マルチキャストおよび／またはユニキャストサービスの複数
のデータストリームを同時伝送可能であり、この場合、データストリームは、モバイル端
末の独立受信対象でありうるデータのストリームである。当該基地局のカバレージエリア
内のモバイル端末は、基地局から伝送されたデータストリームの１つ、２つ以上またはす
べての受信に関心がある。同様に、モバイル端末は、基地局や別のモバイル端末にデータ
を伝送可能である。これらのシステムにおいて、帯域幅および他のシステムリソースがス
ケジューラを使用して割り当てられる。
【０００６】
　配置帯域幅が大きい場合、帯域幅全体を復調できない移動局や、全帯域幅未満を復調で
きるようにされている移動局をサポートすることが望ましい。
【発明の概要】
【０００７】
　以下は、このような実施形態に関する基本的理解を提供するために１つ以上の実施形態
の簡略的概要を提供する。本概要は、すべての想定されている実施形態の広範囲な概観で
はなく、また全実施形態の重要または重大な要素を識別したり、実施形態のいずれかまた
はすべての範囲を示したりすることを意図していない。この唯一の目的は、以下に示され
るより詳細な説明の前置きとして１つ以上の実施形態のいくつかの概念を簡略的に示すこ
とである。
【０００８】
　一態様においては、無線通信装置は、複数のキャリヤのそれぞれで複数の制御チャネル
伝送の送信を指示するプロセッサを備える。その制御チャネル伝送は、複数の制御チャネ
ル中の他のどの制御チャネルに入っている情報も使用することなく、そのキャリヤ内で通
信するに十分な情報を含む。
【０００９】
　他の態様は、ある制御チャネル伝送を第１のキャリヤで送信し、この制御チャネル伝送
と実質的に同じ期間に、第２のキャリヤで他の制御チャネル伝送を送信する方法である。
その制御チャネル伝送は、複数の制御チャネル中の他のどの制御チャネルに入っている情
報も使用することなく、そのキャリヤ内で通信するに十分な情報を含む。
【００１０】
　種々の手段およびコンピュータ読み取り可能なメディアが、上記方法およびプロセッサ
構成機能を実行するために利用されうる。
【００１１】
　上記および関連の目的を達成するために、１つ以上の実施形態は、以下に完全に説明さ
れ、また請求項において具体的に指摘される特徴を備えている。以下の説明および添付の
図面は、１つ以上の実施形態の例示的態様を詳細に説明している。これらの態様は、しか
しながら、種々の実施形態の原理が用いられる方法の少数を表示するにすぎず、説明され
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ている実施形態はすべてのそのような態様およびこの等価物を含むよう意図されている。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】図１は、多重アクセス無線通信システムの態様を示す。
【図２Ａ】図２Ａは、多重アクセス無線通信システムのスーパーフレーム構成の態様を示
す。
【図２Ｂ】図２Ｂは、多重アクセス無線通信システムのスーパーフレーム構成の態様を示
す。
【図３】図３は、多重アクセス無線通信システムのマルチキャリヤフレーム構成の態様を
示す。
【図４Ａ】図４Ａは、多重アクセス無線通信システムのキャリヤのフォワードリンクフレ
ームの態様を示す。
【図４Ｂ】図４Ｂは、多重アクセス無線通信システムのキャリヤのリバースリンクフレー
ムの態様を示す。
【図５】図５は、マルチキャリヤシステムでユーザーをスケジューリングするための方法
の態様を示す。
【図６】図６は、無線通信システムでの割り当ておよび通信方法の態様を示す。
【図７】図７は、多重アクセス無線通信システムの伝送機および受信機の態様を示す。
【発明の詳細な説明】
【００１３】
　次に図面を参照して種々の実施形態を説明するが、同一の参照番号は全体を通して同一
の要素を示すために使用されている。以下の説明においては、説明の目的で、１つ以上の
実施形態について十分な理解を提供するために、いくつかの具体的詳細が説明されている
。しかしながら、このような（複数の）実施形態がこれらの具体的詳細なしで実践可能で
あることは明らかであろう。他の例では、既知の構造およびデバイスが、１つ以上の実施
形態の説明を容易にするためにブロック図の形態で示されている。
【００１４】
　　図１を参照すると、一実施形態に従った多重アクセス無線通信システムが図示されて
いる。多重アクセス無線通信システム１００は複数のセル、例えばセル１０２、１０４お
よび１０６を含む。図１の実施形態では、各セル１０２、１０４および１０６は、複数の
セクタを含むアクセスポイント１５０を含む。複数のセクタは、各々がセルの一部でアク
セス端末との通信を担っている複数のアンテナグループによって形成されている。セル１
０２において、アンテナグループ１１２、１１４および１１６は各々異なるセクタに対応
する。セル１０４において、アンテナグループ１１８、１２０および１２２は各々異なる
セクタに対応する。セル１０６において、アンテナグループ１２４、１２６および１２８
は各々異なるセクタに対応する。
【００１５】
　各セルは、各アクセスポイントの１つ以上のセクタと通信している複数のアクセス端末
を含む。例えば、アクセス端末１３０および１３２は通信基地１４２にあり、アクセス端
末１３４および１３６はアクセスポイント１４４と通信しており、アクセス端末１３８お
よび１４０はアクセスポイント１４６と通信している。
【００１６】
　コントローラ１３０はセル１０２、１０４および１０６の各々に結合されている。コン
トローラ１３０は、例えばインターネットのようなマルチネットワーク、他のパケットベ
ースネットワーク、または多重アクセス無線通信システム１００のセルと通信しているア
クセス端末に対して情報を提供する回路切り替えボイスネットワークへの１つ以上の接続
を含む。コントローラ１３０は、アクセス端末に対する伝送をスケジューリングするスケ
ジューラを含むか、またはスケジューラに結合されている。他の実施形態では、スケジュ
ーラは、各個別セル、セルの各セクタ、またはこれらの組み合わせに常駐してもよい。
【００１７】
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　複数のセクタの各々は複数のキャリヤのうちの１つ以上を利用して動作可能である。各
キャリヤは、システムが動作可能なより広い帯域幅の一部であり、あるいは通信に使用可
能である。１つ以上のキャリヤを利用する単一セクタは、所与の時間間隔、例えばフレー
ムやスーパーフレーム中に異なるキャリヤの各々でスケジューリングされた複数のアクセ
ス端末を有することができる。さらに、１つ以上のアクセス端末が複数のキャリヤで同時
にスケジューリングされてもよい。
【００１８】
　アクセス端末は、この性能に従って１つのキャリヤまたは２つ以上のキャリヤでスケジ
ューリングされてもよい。これらの性能は、アクセス端末が通信の取得を試みる場合に生
成されるか、すでに交渉されているセッション情報の一部であってもよく、アクセス端末
によって伝送される識別情報の一部であってもよく、あるいは他のアプローチに従って確
立されてもよい。特定の態様では、セッション情報は、アクセス端末に問い合わせたり、
この伝送を介して性能を決定したりすることによって生成されるセッション識別トークン
を備えてもよい。
【００１９】
　本明細書で使用されているように、アクセスポイントは、端末との通信に使用される固
定局であってもよく、また基地局、ノードＢあるいは他の用語で称されてもよく、これら
の一部または全部の機能性を含んでもよい。アクセス端末はまた、ユーザー機器（ＵＥ）
、無線通信デバイス、端末、移動局あるいは他の用語で称されてもよく、またこれらの一
部または全部の機能性を含んでもよい。
【００２０】
　図１は物理セクタを描いており、すなわち異なるセクタにつき異なるアンテナグループ
を有しているが、他のアプローチも利用可能である点に注目すべきである。例えば、周波
数空間においてセルの異なるエリアを各々がカバーしている複数の固定「ビーム」の利用
は、物理セクタの代わりに、またはこれと組み合わせて利用されてもよい。このようなア
プローチは、「セルラーシステムにおける適応セクタ化（Adaptive Sectorization In Ce
llular System）」と題され、同日に出願された、同時係属の米国特許出願番号［未付与
］の代理人ドケット番号第０５０９１７号に説明および開示されている。
【００２１】
　図２Ａおよび２Ｂを参照すると、多重アクセス無線通信システムのスーパーフレーム構
成の態様が図示されている。図２Ａは、周波数分割二重（ＦＤＤ）多重アクセス無線通信
システムのスーパーフレーム構成の態様を図示しているのに対して、図２Ｂは、時間分割
二重（ＴＤＤ）多重アクセス無線通信システムのスーパーフレーム構成の態様を図示して
いる。スーパーフレームプリアンブルはキャリヤごとに別々に伝送されることもあり、あ
るいはセクタのキャリヤのすべてに及ぶこともある。
【００２２】
　図２Ａおよび２Ｂの両方において、フォワードリンク伝送はスーパーフレーム単位に分
割される。スーパーフレームは、一連のフレームが続くスーパーフレームプリアンブルか
ら成る。ＦＤＤシステムにおいては、リンクでの伝送が周波数サブキャリヤに重複せず、
あるいは大部分において重複しないように、リバースリンクおよびフォワードリンク伝送
は異なる周波数帯域幅を占有する。ＴＤＤシステムにおいては、Ｎ個のフォワードリンク
フレームおよびＭ個のリバースリンクフレームは、反対のタイプのフレームの伝送を許容
する前に連続的に伝送可能な順次フォワードリンクおよびリバースリンクフレームの数を
決定する。ＮおよびＭの数は所与のスーパーフレーム内またはスーパーフレーム間で変化
することもある点に注目すべきである。
【００２３】
　ＦＤＤおよびＴＤＤシステムの両方において、各スーパーフレームはスーパーフレーム
プリアンブルを備えてもよい。特定の実施形態では、スーパーフレームプリアンブルは、
アクセス端末によるチャネル推定に使用可能なパイロットを含むパイロットチャネルと、
フォワードリンクフレームに含有されている情報を復調するのにアクセス端末が利用可能
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な構成情報を含むブロードキャストチャネルとを含んでいる。さらに、タイミングなどの
取得情報、アクセス端末がキャリヤのうちの１つで通信するために十分な他の情報および
基本電力制御またはオフセット情報もまた、スーパーフレームプリアンブルに含まれる。
他の場合には、上記および／または他の情報の一部のみがこのスーパーフレームプリアン
ブルに含まれる。
【００２４】
　図２Ａおよび２Ｂに示されているように、スーパーフレームプリアンブルには１シーケ
ンスのフレームが続く。各フレームは同数または異なる数のＯＦＤＭシンボルから成り、
これは、一部の所定の周期での伝送に同時に利用可能な多数のサブキャリヤを構成する。
さらに、各フレームは、１つ以上の非連続ＯＦＤＭシンボルがフォワードリンクまたはリ
バースリンクでユーザーに割り当てられるシンボルレートホッピングモード、あるいは、
ユーザーが１ブロックのＯＦＤＭシンボル内でホッピングするブロックホッピングモード
に従って動作する。実際のブロックまたはＯＦＤＭシンボルはフレーム間でホッピングし
てもしなくてもよい。
【００２５】
　図３を参照すると、多重アクセス無線通信システムのチャネル構造の態様が図示されて
いる。帯域幅３００がシステム設計パラメータに従って通信に使用可能である。帯域幅３
００はいくつかのキャリヤ３０２を備えている。各キャリヤは１つ以上のフォワードリン
クフレーム３０４およびリバースリンクフレーム３０８を含んでおり、これらの各々は図
２を参照して論じられているように１つ以上のスーパーフレームの一部であってもよい。
【００２６】
　各キャリヤ３０２の各フォワードリンクフレーム３０４は制御チャネル３０６を含んで
いる。制御チャネル３０６の各々は、例えば、取得、認証、アクセス端末ごとのフォワー
ドリンク割り当て（この割り当ては、ブロードキャスト、マルチキャストおよびユニキャ
ストメッセージタイプごとに異なっても同じでもよい）、アクセス端末ごとのリバースリ
ンク割り当て、アクセス端末ごとのリバースリンク電力制御、およびリバースリンク認証
に関する機能についての情報を含んでもよい。多かれ少なかれこのような機能はサブキャ
リヤのうちの１つまたは全部の制御チャネル３０６でサポート可能である点に注目すべき
である。また、制御チャネル３０６は、データチャネルに割り当てられたホッピングシー
ケンスと同じまたは異なるホッピングシーケンスに従って各フレームでホッピングしても
よい。
【００２７】
　各リバースリンクフレーム３０８は、アクセス端末からのいくらかのリバースリンク伝
送、例えば３１２、３１４、３１６、３１８、３２０、３２２、３２４、３２６、３２８
および３３０を含んでいる。図３において、各リバースリンク伝送はブロック、つまり１
グループの連続ＯＦＤＭシンボルとして描かれている。シンボルレートホッピング、例え
ば非連続シンボルブロックも利用可能である点に注目すべきである。
【００２８】
　加えて、各リバースリンクフレーム３０８は１つ以上のリバースリンク制御チャネル３
４０を含んでもよく、これはフィードバックチャネルと、リバースリンクチャネル推定用
のパイロットチャネルと、リバースリンク伝送３１２乃至３３０に含まれている認証チャ
ネルとを含んでいてもよい。リバースリンク制御チャネル３４０の各々は、例えば、各ア
クセス端末によるフォワードリンクおよびリバースリンクのリソース要求と、チャネル情
報、例えば異なるタイプの伝送用のチャネル品質情報（ＣＱＩ）と、チャネル推定目的で
アクセスポイントによって使用可能なアクセス端末からのパイロットとに関する機能につ
いての情報を含んでもよい。多かれ少なかれこのような機能がサブキャリヤの１つまたは
全部の制御チャネル３４０でサポート可能である点に注目すべきである。また、リバース
リンク制御チャネル３４０は、データチャネルに割り当てられているホッピングシーケン
スと同じまたは異なるホッピングシーケンスに従って各フレームでホッピングしてもよい
。
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【００２９】
　特定の態様では、リバースリンク制御チャネル３４０でユーザーを多重化するためには
、１つ以上の直交コードやスクランブリングシーケンスなどが、各ユーザーおよび／また
は、リバースリンク制御チャネル３４０で伝送された異なるタイプの情報を分離するため
に利用可能である。これらの直交コードはユーザー固有であってもよく、また通信セッシ
ョンやより短い周期ごと、例えばスーパーフレームごとにアクセスポイントによって各ア
クセス端末に割り当てられてもよい。
【００３０】
　一部の態様では、数人のユーザーが単一のキャリヤに割り当てられるため、スーパーフ
レームまたはスーパーフレームの複数のフレームのフォワードリンク伝送のすべてが同一
キャリヤに割り当てられる。そのように所与の時間に帯域幅の一部を復調のみ可能なアク
セス端末は、帯域幅３００の１サブセットのみ、例えば１つのキャリヤ３０２または全チ
ャネル未満の任意の数のキャリヤを監視可能である。このような構造をサポートするため
に、当該キャリヤ３０２で動作するアクセス端末が他のキャリヤに含有されている情報を
参照することなく、スーパーフレームプリアンブルに提供されているチャネルと、特定の
キャリヤのフォワードリンク制御チャネル３０６およびリバースリンク制御チャネル３４
０とによってサポート可能であるように、フォワードリンク制御チャネル３０６およびリ
バースリンク制御チャネル３４０の各々は、所与のキャリヤについて十分な情報を含有す
る必要がある。これは、各キャリヤ３０２のフォワードリンク制御チャネル３０６および
リバースリンク制御チャネル３４０に等価チャネル情報を含めることによって提供され得
る。
【００３１】
　特定の態様では、取得、割り当て、アクセス、要求、電力制御、パイロットおよび報告
チャネルが、スーパーフレームプリアンブル、フォワードリンク制御チャネル３０６およ
びリバースリンク制御チャネル３４０のサブキャリヤ３０２の各々に存在する。しかしな
がら、実際の符号化、伝送レート、メッセージタイプおよびタイミング、リソース割り当
て、オーバヘッドメッセージング、ホップパターンおよび／またはシーケンス、および他
の伝送および位置パラメータはキャリヤごとに変化することがある。フォーマット、伝送
レートおよびホッピング情報はシグナル化され、さもなければアクセス端末に使用可能と
される。この情報は、特定のキャリヤと関連していない個別制御チャネルを介して使用可
能であってもよく、あるいは他の手段を介して提供されてもよい。
【００３２】
　信号復調性能がさらに大きな一部の端末は、連続スーパーフレームにおいてあるいはこ
の通信セッション中に、スーパーフレーム内の２つ以上のキャリヤでスケジューリングさ
れてもよい。これらのマルチキャリヤクセス端末は、通信セッションやスーパーフレーム
中にリバースリンクフレームおよびフォワードリンクフレームに異なるキャリヤを利用可
能なこともあり、異なるスーパーフレームにおいてあるいは通信セッション中に異なるキ
ャリヤでスケジューリングされることもあり、あるいは異なるキャリヤで実質的に時間が
同期しているフレームでスケジューリングされることもある。このようなマルチキャリヤ
クセス端末は、所与のキャリヤのリソースの負荷バランスを提供し、かつ全帯域幅を通し
て統計的多重化利得を提供するようにスケジューリングされてもよい。
【００３３】
　連続スーパーフレームにおいて、またはその通信セッションにおいて、１つのスーパー
フレーム内の複数のキャリヤ３０２で動作するマルチキャリヤアクセス端末をサポートす
るために、複数のアプローチが提供可能である。まず、マルチキャリヤアクセス端末は、
キャリヤの各々についてスーパーフレームプリアンブルおよびフォワードリンク制御チャ
ネル３０６を個々に復調してもよい。このような場合、全割り当て、スケジューリングお
よび電力制御などがキャリヤ単位で実行される。
【００３４】
　代替的に、個別制御チャネルは異なるキャリヤの動作パラメータを含有することができ
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、アクセス端末は、当該制御チャネルを介する１つ以上のキャリヤのスーパーフレームプ
リアンブル、フォワードリンク制御チャネル３０６およびリバースリンク制御チャネル３
４０に関する上記情報の一部および全部を取得可能である。また、この追加制御チャネル
は、キャリヤの１つ以上についての異なるスーパーフレームプリアンブル、フォワードリ
ンク制御チャネル３０６およびリバースリンク制御チャネル３４０の復調および復号化方
法に関する情報を含むことができる。これによってユーザーは、常時各キャリヤのスーパ
ーフレームプリアンブル、フォワードリンク制御チャネル３０６およびリバースリンク制
御チャネル３４０を復号化することができる。
【００３５】
　さらに、一部の態様では、キャリヤのすべてまたはグループについての全情報が、キャ
リヤのうちの１つのスーパーフレームプリアンブル、フォワードリンク制御チャネル３０
６およびリバースリンク制御チャネル３４０中に維持されてもよい。このような場合、通
信セッションでマルチキャリヤを利用可能なアクセス端末は、単一キャリヤで制御情報を
受信し、かつ単一キャリヤでこの制御情報を伝送するようにチューニングされてもよい。
これらのキャリヤは同一である必要はない。この機能性に利用されるキャリヤは、所定の
シーケンスや他の手段に従って経時的に変化することがある。
【００３６】
　加えて、スケジューリング目的で、割り当ては異なるキャリヤから複数の割り当てを構
成してもよい。つまり、アクセス端末は、各キャリヤで個々の割り当てを受信してから、
これらの割り当てを結合して、フォワードおよびリバースリンクの両方の時間に関して完
全または部分的に重複し、または重複しないフレームの割り当てを決定してもよい。
【００３７】
　特定の態様では、各キャリヤは２０ＭＨｚ帯域幅のうち５ＭＨｚを備えており、キャリ
ヤは５１２個のサブキャリヤを備えている。しかしながら、他のサイズの帯域幅、サブキ
ャリヤおよびキャリヤも利用可能である。さらに、各キャリヤに割り当てられたサブキャ
リヤ数は変化することもあるため、各キャリヤのサブキャリヤ数はキャリヤごとに異なる
こともあり、またはあるキャリヤが他のキャリヤよりも多数のサブキャリヤを有すること
もある。また、例えばフォワードリンクフレームおよび／またはリバースリンクフレーム
の開始および終了時間が異なる１つ以上のキャリヤが相互に非同期であってもよい点に注
目すべきである。制御チャネル３０６やスーパーフレームプリアンブルにおけるシグナリ
ングや割り当てメッセージは、当該キャリヤに関するこのような場合にタイミング情報を
通信してもよい。
【００３８】
　さらに、特定の態様では、キャリヤのＯＦＭＤシンボルにおける使用可能なサブキャリ
ヤの一部はガードサブキャリヤと指定され、変調されないこともある、つまりエネルギー
がこれらのサブキャリヤに伝送されない。スーパーフレームプリアンブルおよび各フレー
ムにおけるガードサブキャリヤ数は、制御チャネル３０６やスーパーフレームプリアンブ
ルにおける１つ以上のメッセージを介して提供されてもよい。
【００３９】
　さらに、一部の態様では、特定のマルチキャリヤ端末へのオーバヘッド伝送を削減する
ために、パケットのシンボルが異なるキャリヤのサブキャリヤで伝送されることになって
も、パケットが当該アクセス端末について一緒に符号化されることがある。このように、
単一の巡回冗長検査が、巡回冗長検査のオーバヘッド伝送を被らないこれらのパケットか
らのシンボルを含む一部のサブキャリヤでのパケットおよび伝送に利用されてもよい。代
替的に、アクセスポイントがキャリヤ単位でパケットを変調してもよい、つまり同一キャ
リヤで伝送されるシンボルのみが同一パケットに含まれる。さらに、パケット変調のため
に特定のキャリヤをひとまとめにしてもよく、例えば単一のパケットにおける上部２つの
キャリヤからのシンボルを変調するのみでもよい。
【００４０】
　キャリヤの各々のスケジューラは、例えばキャリヤごとに異なるチャネルツリーやホッ
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プ置換を使用してホッピングに対する同じまたは異なるアプローチを利用してもよい。さ
らに、各キャリヤは、同じまたは異なる技術およびアルゴリズムに従ってスケジューリン
グされてもよい。例えば、各キャリヤは、同日に出願され、全体を参照して本明細書に組
み込まれている、同時係属の米国特許出願番号［未付与］、代理人ドケット番号第０６０
０３１号に説明されているようなチャネルツリーおよび構造を含んでいてもよい。
【００４１】
　図４Ａを参照すると、多重アクセス無線通信システムのキャリヤのフォワードリンクフ
レームの態様が図示されている。図４Ａに示されているように、各フォワードリンクフレ
ーム３０４はさらに２つのセグメントに分割されている。その１つは制御チャネル３０６
であり、これはサブキャリヤの連続グループを備えていてもいなくてもよく、所望の量の
制御データおよび他の検討事項に応じて割り当てられた様々な数のサブキャリヤを有して
いる。残りの部分４１０は一般的にデータ伝送に使用可能である。制御チャネル３０６は
１つ以上のパイロットチャネル４１２および４１４を含んでもよい。シンボルレートホッ
ピングモードにおいて、パイロットチャネルは、各フォワードリンクフレームにおけるＯ
ＦＤＭシンボルのすべてに存在してもよく、またこれらの場合、制御チャネル３０６に含
まれる必要はない。いずれの場合も、搬送チャネル４１６および電力制御チャネル４１８
は、図４Ａに描かれているように、制御チャネル３０６に存在してもよい。搬送チャネル
４１６は、割り当て、認証、および／またはデータの電力基準および調整、制御、および
リバースリンクでのパイロット伝送を含んでもよい。
【００４２】
　電力制御チャネル４１８は、当該セクタのアクセス端末からの伝送によって他のセクタ
で生成された干渉に関する情報を搬送することができる。特定の態様では、電力制御チャ
ネル４１８は単一のキャリヤにのみ存在してもよく、この場合すべての単一キャリヤアク
セス端末は当該キャリヤでスケジューリングされるのに対してマルチキャリヤアクセス端
末は電力制御チャネル４１８のキャリヤにチューニングされる。このような場合、単一電
力基準が利用されてもよい。また、このような態様では、マルチキャリヤアクセス端末は
経時的に異なるフレーム間でリバースリンク制御チャネルをホッピングしてもよく、また
リバースリンクデータ伝送と同じ（複数の）フレームで（複数の）リバースリンク制御チ
ャネルを単に伝送しない。この場合、マルチキャリヤアクセス端末について、全キャリヤ
での伝送電力を調整して、マルチキャリヤアクセス端末によるリバースリンク伝送用の全
キャリヤでの同一電力制御を可能にするために単一基準を利用することができる。
【００４３】
　代替的に、マルチキャリヤアクセス端末は、各キャリヤ、または共通の電力制御チャネ
ル４１８を有する１グループのキャリヤごとに１つずつ、複数の電力制御ループを有する
必要がある場合がある。この場合、単一キャリヤまたはグループ化キャリヤでの伝送が個
々に実行され、また異なる電力基準およびバックオフがキャリヤごとに利用されてもよい
。
【００４４】
　また、特定の態様では、各キャリヤ３０２の縁部のサブキャリヤ４２０は、しばしば帯
域幅全体の縁部ではないが、準ガードサブキャリヤとして機能してもよい。特定の態様で
は、リバースリンクで、これらのサブキャリヤ４２０は、１つのキャリヤのみを復調可能
なアクセス端末によっては変調されないが、リバースリンクでは、複数のキャリヤを復調
可能なアクセス端末によって変調されてもよく、これは伝送用のさらなる帯域幅をこれら
のアクセス端末に付加する。
【００４５】
　フォワードリンクにおいて、特定の態様では、準ガードサブキャリヤ４２０は一般的に
、２つ以上のキャリヤを復調できないセクタにアクセス端末がある限り、変調されない。
従って、特定の態様では、これらのサブキャリヤ４２０が変調されようがされまいが、オ
ーバヘッド搬送がある。さらに、準ガードサブキャリヤ４２０はキャリヤのスーパーフレ
ームプリアンブルにおいて変調されてもされなくてもよく、例えば、これらは、複数のキ
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ャリヤがシステムにおける任意の単一ユーザーによって利用される場合には変調されない
。
【００４６】
　複数の送信アンテナがセクタの伝送に使用される場合、異なる送信アンテナが、（スー
パーフレームインデックスを含む）同一スーパーフレームタイミング、ＯＦＤＭシンボル
特徴およびホッピングシーケンスを有しているはずである。
【００４７】
　図４Ｂを参照すると、多重アクセス無線通信システムのキャリヤのリバースリンクフレ
ームの態様が図示されている。パイロットチャネル４２２は、アクセスポイントがリバー
スリンクを推定できるようにするパイロットを含む。要求チャネル４２４は、リバースリ
ンク、フォワードリンクおよびフレームに従うリソースをアクセス端末が要求できるよう
にする情報を含む。一部の態様では、マルチキャリヤ端末が、キャリヤ３０２のうちの１
つにおいてのみ要求チャネル４２４で伝送してもよい。また、チャネル要求メッセージは
、アクセス端末が各フレームで動作可能なキャリヤのすべてで反復されてもよい。
【００４８】
　リバースリンクフィードバックチャネル４２６によってアクセス端末は、チャネル情報
ＣＱＩに関するフィードバックを提供することができる。ＣＱＩは、１つ以上のスケジュ
ーリングモード、つまりアクセス端末への伝送のためのスケジューリングに使用可能なモ
ードに関することもある。例示的モードは、ビーム形成、ＳＤＭＡ、プリコード化または
これらの組み合わせを含んでもよい。電力制御チャネル４２８は、アクセス端末によるリ
バースリンク伝送、例えばデータ伝送用の電力制御命令をアクセスポイントが生成できる
ようにするための基準として使用されてもよい。一部の態様では、電力制御チャネル４２
８はフィードバックチャネル４２６のうちの１つ以上を備えてもよい。
【００４９】
　データチャネル４３２は、異なるリバースリンクフレーム４０８におけるシンボルレー
トホッピングまたはブロックホッピングモードに従って動作してもよい。また、準ガード
サブキャリヤ４４０は、図４Ａを参照して論じられた準ガードサブキャリヤ４２０につい
て説明された同じルールに従って変調されても変調されなくてもよい。
【００５０】
　図４Ａおよび４Ｂは、制御チャネル３０６および３４０を形成する異なるチャネルを時
間多重化されるものとして描いているが、これに限る必要はない。制御チャネル３０６お
よび３４０を形成する異なるチャネルは、異なる直交、準直交またはスクランブリングコ
ード、異なる周波数、あるいは時間、コードおよび周波数の組み合わせを使用して多重化
されてもよい。
【００５１】
　図２Ａ、２Ｂ、３、４Ａおよび４Ｂに関する説明はスーパーフレームプリアンブルに関
する情報を含んでいるが、スーパーフレームプリアンブルが利用される必要はない。代替
的アプローチは、等価情報を有するプリアンブルを具備するフレームの利用を含んでもよ
い。また、ブロードキャスト制御チャネルは、スーパーフレームプリアンブルの情報の一
部または全部を含有するために利用されてもよく、他の情報はフレームのプリアンブルや
制御チャネルに含有されている。
【００５２】
　図５を参照すると、マルチキャリヤシステムでユーザーをスケジューリングする方法の
態様が図示されている。複数のキャリヤで動作するためのアクセス端末動作パラメータが
決定される（ブロック５０２）。この決定は、アクセス端末の識別に基づいてなされても
よく、これは通信セッションの開始時にアクセス端末によって伝送される。さらに、アク
セス端末とアクセスポイント間で搬送されるセッション情報は、この情報を決定するため
に利用されてもよい。加えて、先行のセッション情報が利用されてもよい。さらに、中央
サーバーのデータベースルックアップが、アクセス端末に対するデバイス固有識別に基づ
いて動作パラメータを取得するために実行されてもよい。
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【００５３】
　また、一部の態様では、パラメータは、アクセス要求を変調してこの通信セッションを
開始するためにアクセス端末によって利用される直交またはスクランブリングコードのタ
イプによって決定されてもよい。このような状況において、アクセス要求を変調するため
に利用される特定の直交またはスクランブリングコードが、２つ以上のキャリヤで同時に
動作可能なアクセス端末に対して保留されてもよい。
【００５４】
　さらなる態様において、パラメータは、アクセス端末がこの通信セッションを開始する
ためにアクセス要求を伝送するキャリヤ数によって決定されてもよい。さらに、制御情報
、例えばＣＱＩを伝送するためにアクセス端末によって利用される１つまたは複数のキャ
リヤが、これが動作可能なキャリヤ数に関する動作パラメータを決定するために利用され
てもよい。
【００５５】
　そして、アクセス端末が複数のキャリヤで同時に動作、例えば変調および／または復調
可能であるか否かが決定される（ブロック５０４）。特定の態様では、この決定は、アク
セス端末の高速フーリエ変換（ＦＦＴ）性能が、１つのキャリヤ、２つのキャリヤ、およ
びセクタで使用可能なキャリヤ総数にいたるサブキャリヤ数以上のいくつかのサブキャリ
ヤで同時に動作可能であるか否かに基づいてなされてもよい。
【００５６】
　ブロック５０２に関して論じられているように、この決定はデバイス識別やセッション
固有情報に関してなされてもよく、あるいはアクセス端末が複数のキャリヤで動作可能で
ある場合、例えばアクセ端末が通信時に複数のキャリヤでアクセス要求やリバースリンク
制御チャネル情報を伝送する場合になされてもよい。
【００５７】
　そして、アクセス端末が複数のキャリヤを同時に変調および／または復調可能である場
合、これは複数のキャリヤでスケジューリングされる（ブロック５０８）。上記のように
、このようなスケジューリングは、例えば、単一スーパーフレームにおけるリバースリン
クフレームおよびフォワードリンクフレーム、連続スーパーフレーム、単一スーパーフレ
ームのフォワードリンクフレーム、および／または単一スーパーフレームの異なるリバー
スリンクフレームの異なるキャリヤについてアクセス端末をスケジューリングする形態で
あってもよい。
【００５８】
　代替的に、アクセス端末が複数のキャリヤで同時に動作できない場合、これは単一キャ
リヤでスケジューリングされる（ブロック５０６）。このスケジューリングは複数の連続
スーパーフレームに対するものであっても、セクタとの通信セッションの全体に対するも
のであってもよい。
【００５９】
　図６を参照すると、無線通信システムにおけるアクセスおよび通信方法の態様が図示さ
れている。アクセス端末は、通信に使用可能な複数のキャリヤのうちの１つにチューニン
グする（ブロック６００）。キャリヤのＩＤはアクセス端末で事前に提供されていてもよ
く、あるいは既知の搬送チャネルを介して搬送されてもよい。アクセス端末はそして、ア
クセスポイントによって伝送された取得情報を復調する（ブロック６０２）。これは例え
ば、特定のキャリヤのスーパーフレームプリアンブルにおける情報であってもよい。この
情報がアクセス端末によって適切に復調される場合、アクセス要求はアクセス端末によっ
て伝送される（ブロック６０８）。
【００６０】
　特定の態様では、アクセス端末が１つのキャリヤで動作するか１つ以上のキャリヤを同
時に利用して動作するかによって決まる直交またはスクランブリングコードによって、ア
クセス端末はこのアクセス要求を変調してもよい。アクセス端末タイプを示す直交または
スクランブリングコードはアクセス端末に事前に提供されてもよく、あるいは取得情報を
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介して搬送されてもよい。
【００６１】
　アクセス要求に応答して、アクセス認証メッセージが、アクセス要求を認証して、初期
リバースリンクサブキャリヤまたはサブキャリヤブロックを割り当てるために使用される
（ブロック６１０）。一部の態様では、アクセス認証は、このリバースリンク伝送をアク
セスポイントのリバースリンクタイミングに整列させるためのアクセス端末のタイミング
調整を含む。初期割り当ては、アクセス端末がシンボルレートまたはブロックホッピング
モードのいずれで動作するか、フォワードリンクおよびリバースリンクの両方での通信に
割り当てられるサブキャリヤはどれか、ならびに他のタイミングおよびスケジューリング
パラメータを含むことがある。アクセス端末はそして、第１の割り当てに従って通信する
（ブロック６１２）。
【００６２】
　第２の割り当ては後にアクセス端末に伝送される（ブロック６１４）。１つ以上の他の
割り当てが第１および第２の割り当て間で伝送されてもよい（ブロック６１６）。アクセ
ス端末性能に応じて、第２の割り当てはキャリヤ変更メッセージを含むこともあり、また
、次または現在の割り当てが適用するキャリヤを識別してもよい。代替的に、キャリヤ変
更メッセージは、第２の割り当てや他の割り当ての前に、これとは別個に伝送されてもよ
い。さらに、キャリヤ変更メッセージは、アクセス端末の割り当てられたフォワードリン
クフレームにおける１つ以上のデータパケットとして伝送されてもよい。この１つ以上の
データパケットはアクセス端末によって認証されてもよく、こうして、キャリヤ変更メッ
セージが復調されたことを確実に示す。さらなる態様では、アクセス認証自体が、初期に
、あるいは各キャリヤが別個にアクセスされる場合にはキャリヤごとにキャリヤ変更情報
を含んでもよい。
【００６３】
　上記のように、第２の割り当ては、個々に復号化される異なるキャリヤの複数の割り当
て、あるいは単一キャリヤを介して受信された２つ以上にキャリヤのジョイント割り当て
を含んでもよい。また、前述のように、この第２の割り当ては、複数のキャリヤに関する
単一キャリヤの割り当てであってもよい。
【００６４】
　新たにスケジューリングされたキャリヤでの動作を改良するために、タイミングに関す
る情報および当該キャリヤに関する他の情報が提供されてもよい。１つ以上のデータパケ
ットがキャリヤ変更メッセージを搬送するために利用される場合、データパケットは、ア
クセス端末がスケジューリングされている新たなキャリヤの特定のパラメータを含んでも
よいため、さらなるリソースは新たなキャリヤでの適切な通信に関する情報を提供するこ
とができる。代替的に、各キャリヤのスーパーフレームプリアンブルまたは制御チャネル
３０６のうちの１つまたは全部が、他のキャリヤを利用する通信を許容し、あるいは、ス
ーパーフレームプリアンブル、または場合によっては他のキャリヤの制御チャネルの復調
を許容するための情報を含むことがある。加えて、新たなキャリヤのパラメータを含む、
アクセス端末に向けられて、例えば制御チャネル３０６に配置されているメッセージが伝
送されてもよい。
【００６５】
　アクセス端末は次に、第２の割り当てに従って通信する（ブロック６１８）。このよう
な場合、アクセス端末によって取得が適切に復調されない場合、アクセス端末は別のキャ
リヤにチューニングする（ブロック６０４）。
【００６６】
　図７を参照すると、ＭＩＭＯシステム８００における送信機システム８１０および受信
機システム８５０の実施形態のブロック図が図示されている。送信機システム８１０にお
いて、多数のデータストリームのトラヒックデータがデータソース８１２から送信（ＴＸ
）データプロセッサ８１４に提供される。一実施形態では、各データストリームはそれぞ
れの送信アンテナで伝送される。ＴＸデータプロセッサ８１４は、データストリームごと
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のトラヒックデータを当該データストリームについて選択された特定のコード化方式に基
づいてフォーマット、コード化およびインタリーブして、コード化データを提供する。
【００６７】
　データストリームごとのコード化データは、ＯＦＤＭ技術を使用してパイロットデータ
によって多重化されてもよい。パイロットデータは通常、既知の方法で処理される既知の
データパターンであり、またチャネル応答を推定するために受信機システムで使用されて
もよい。データストリームごとの多重化パイロットおよびコード化データは次いで、当該
データストリームについて選択された特定の変調方式（例えば、ＢＰＳＫ、ＱＳＰＫ、Ｍ
－ＰＳＫまたはＭ－ＱＡＭ）に基づいて変調（つまり、シンボルマッピング）されて、変
調シンボルを提供する。データストリームごとのデータレート、コード化および変調は、
プロセッサ８３０によって実行または提供される命令によって決定されてもよい。
【００６８】
　全データストリームの変調シンボルは次いでＴＸプロセッサ８２０に提供され、これは
さらに（例えば、ＯＦＤＭの）変調シンボルを処理してもよい。ＴＸプロセッサ８２０は
次いで、ＮＴ個の変調シンボルストリームをＮＴ個の送信機（ＴＭＴＲ）８２２ａ乃至８
２２ｔに提供する。各送信機８２２はそれぞれのシンボルストリームを受信および処理し
て１つ以上のアナログ信号を提供し、またさらにこのアナログ信号を調整（例えば、増幅
、フィルタリングおよびアップコンバート）してＭＩＭＯチャネルでの伝送に適した変調
信号を提供する。送信機８２２ａ乃至８２２ｔからのＮＴ個の変調信号は次いでＮＴ個の
アンテナ８２４ａ乃至８２４ｔからそれぞれ伝送される。
【００６９】
　受信機システム８５０において、伝送された変調信号はＮＲ個のアンテナ８５２ａ乃至
８５２ｒで受信されて、各アンテナ８５２からの受信信号はそれぞれの受信機（ＲＣＶＲ
）８５４に提供される。各受信機８５４はそれぞれの受信信号を調整（例えば、フィルタ
リング、増幅およびダウンコンバート）して、この調整信号をディジタル化してサンプル
を提供し、そしてさらにこのサンプルを処理して対応する「受信」シンボルストリームを
提供する。
【００７０】
　ＲＸデータプロセッサ８６０は次いで、特定の受信機処理技術に基づいてＮＲ個の受信
機８５４からＮＲ個の受信シンボルストリームを受信および処理して、ＮＴ個の「検出」
シンボルストリームを提供する。ＲＸデータプロセッサ８６０による処理についてさらに
詳細に後述する。各検出シンボルストリームは、対応するデータストリームについて伝送
された変調シンボルの推定であるシンボルを含んでいる。ＲＸデータプロセッサ８６０は
次いで、各検出シンボルストリームを復調、デインタリーブおよび復号化して、当該デー
タストリームのトラヒックデータを回復する。ＲＸデータプロセッサ８１８による処理は
、送信機システム８１０におけるＴＸプロセッサ８２０およびＴＸデータプロセッサ８１
４によって実行される処理に対して相補的である。
【００７１】
　ＲＸデータプロセッサ８６０は、例えば５１２個のサブキャリヤや５ＭＨｚを同時に復
調可能なサブキャリヤ数に制限されることがあり、またこのような受信機は単一キャリヤ
でスケジューリングされるべきである。この制限は、このＦＦＴ範囲の関数、例えばプロ
セッサ８６０が動作可能なサンプルレート、ＦＦＴに使用可能なメモリ、または変調に使
用可能な他の関数であってもよい。さらに、利用されているサブキャリヤ数が多いほど、
アクセス端末の必要性は大きい。
【００７２】
　ＲＸプロセッサ８６０によって生成されたチャネル応答推定は、受信機における空間、
空間／時間処理を実行し、電力レベルを調整し、変調レートや方式を変更し、あるいは他
の動作のために使用されてもよい。ＲＸプロセッサ８６０はさらに、検出シンボルストリ
ームの信号対雑音＆干渉比（ＳＮＲ）および場合によっては他のチャネル特徴を推定して
もよく、これらの数量をプロセッサ８７０に提供する。ＲＸデータプロセッサ８６０また
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はプロセッサ８７０はさらにシステムの「動作」ＳＮＲの推定を導出してもよい。プロセ
ッサ８７０は次いでチャネル状態情報（ＣＳＩ）を提供し、これは通信リンクおよび／ま
たは受信データストリームに関する種々のタイプの情報を備えてもよい。例えば、ＣＳＩ
は動作ＳＮＲのみを備えてもよい。ＣＳＩは次いでＴＸデータプロセッサ８７８によって
処理され、変調器８８０によって変調されて、送信機８５４ａ乃至８５４ｒによって調整
されて、送信機システム８１０に送り返される。
【００７３】
　送信機システム８１０において、受信機システム８５０からの変調信号がアンテナ８２
４によって受信され、受信機８２２によって調整され、復調器８４０によって復調され、
ＲＸデータプロセッサ８４２によって処理されて、受信機システムによって報告されたＣ
ＳＩを回復する。報告されたＣＳＩは次いでプロセッサ８３０に提供され、（１）データ
ストリームに使用されるデータレートと、コード化および変調方式とを決定し、（２）Ｔ
Ｘデータプロセッサ８１４およびＴＸプロセッサ８２０の種々の制御を生成するために使
用される。代替的に、ＣＳＩは、他の情報に伴って、伝送用の変調方式および／またはコ
ード化レートを決定するためにプロセッサ８７０によって利用されてもよい。これは次い
で、この情報を使用する送信機に提供されるが、これは、後に受信機への伝送を提供する
ために定量化されてもよい。
【００７４】
　プロセッサ８３０および８７０はそれぞれ送信機システムおよび受信機システムでの動
作を指揮している。メモリ８３２および８７２は、それぞれプロセッサ８３０および８７
０によって使用されるプログラムコードおよびデータの記憶装置を提供する。
【００７５】
　受信機において、種々の処理技術が、ＮＲ個の受信信号を処理してＮＴ個の伝送シンボ
ルストリームを検出するために使用されてもよい。これらの受信機処理技術は、２つの主
要なカテゴリ、（ｉ）空間および空間／時間受信機処理技術(spatial and space-time re
ceiver processing techniques)（定量化技術(equalization techniques)とも称される）
と、（ｉｉ）「連続ゼロ化／等化および干渉除去」受信機処理技術(“successive nullin
g/equalization and interference cancellation” receiver processing technique)（
「連続干渉除去」(successive interference cancellation)または「連続除去」(success
ive cancellation)受信機処理技術とも称される）にグループ化されてもよい
　図７はＭＩＭＯシステムについて論じているが、複数の送信アンテナ、例えば基地局の
送信アンテナデバイスが１つ以上のシンボルストリームを単一のアンテナデバイス、例え
ば移動局に伝送する多入力単出力システムに同じシステムが適用されてもよい。また、単
出力単入力アンテナシステムが、図７を参照して説明されているのと同様に利用されても
よい。
【００７６】
　本明細書に説明されている伝送技術は種々の手段によって実現されてもよい。例えば、
これらの技術はハードウェア、ファームウェア、ソフトウェアあるいはこれらの組み合わ
せによって実現されてもよい。ハードウェア実現について、送信機の処理ユニットは１つ
以上の特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、ディジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、ディ
ジタル信号処理デバイス（ＤＳＰＤ）、プログラマブル論理デバイス（ＰＬＤ）、フィー
ルドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）、プロセッサ、コントローラ、マイクロコ
ントローラ、マイクロプロセッサ、電子デバイス、本明細書に説明されている機能を実行
するように設計されている他の電子ユニット、あるいはこれらの組み合わせで実現するこ
とができる。受信機の処理ユニットもまた、１つ以上のＡＳＩＣ、ＤＳＰ、プロセッサな
どで実現されてもよい。
【００７７】
　ソフトウェア実現について、伝送技術は、本明細書に説明されている機能を実行するモ
ジュール（例えば、手順、機能など）で実現されてもよい。ソフトウェアコードはメモリ
（例えば、図７のメモリ８３０、８７２ｘまたは８７２ｙ）に記憶されて、プロセッサ（
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例えば、プロセッサ８３２、８７０ｘまたは８７０ｙ）によって実行されてもよい。メモ
リはプロセッサ内またはプロセッサ外で実現することもできる。
【００７８】
　本明細書でのチャネルの概念は、アクセスポイントやアクセス端末によって伝送可能な
情報や伝送タイプのことである。これは、サブキャリヤの固定または所定のブロック、周
期、あるいはこのような伝送専用の他のリソースを必要または利用しない。
【００７９】
　開示されている実施形態についての以上の説明は、当業者が本発明を成し、あるいは使
用できるようにするために提供されている。これらの実施形態の種々の修正が当業者には
容易に明らかであり、また本明細書に定義されている一般原理は、本発明の主旨および範
囲を逸脱することなく他の実施形態に適用されてもよい。従って、本発明は、本明細書に
示されている実施形態に制限されることを意図しておらず、また本明細書に開示されてい
る原理および新規の特徴に矛盾しない広い範囲に従うべきである。

【図１】 【図２Ａ】

【図２Ｂ】
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【図３】 【図４Ａ】

【図４Ｂ】 【図５】
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【図６】 【図７】

【手続補正書】
【提出日】平成23年12月7日(2011.12.7)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　プログラムコード及びデータを格納するメモリと、
　前記メモリに結合され、前記プログラムコード及びデータを使用することによって動作
可能なプロセッサと、
　を備えた無線通信装置であって、
　前記プロセッサは、
　複数の無線アクセス端末からそれぞれ受信した複数の通信に応答して、複数のキャリヤ
を前記複数の無線アクセス端末にそれぞれ割り当て、
　前記複数のキャリヤ上で複数の制御チャネル伝送をそれぞれ指示する、
　ように構成され、
　前記制御チャネル伝送のそれぞれは、関連する前記無線アクセス端末が、関連する前記
キャリヤ内で、他のどの制御チャネル伝送に含まれている情報も使用することなく通信す
ることを可能にする、
　無線通信装置。
【請求項２】
　前記プロセッサは、複数の前記制御チャネル伝送が同期して発生することを指示するよ
うにさらに構成された、請求項１に記載の無線通信装置。
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【請求項３】
　　前記プロセッサは、複数の前記制御チャネル伝送が非同期で発生することを指示する
ようにさらに構成された、請求項１に記載の無線通信装置。
【請求項４】
　前記複数のキャリヤのそれぞれは、５メガヘルツの帯域幅を有する、請求項１に記載の
無線通信装置。
【請求項５】
　前記プロセッサは、前記複数の制御チャネル伝送の前に、前記キャリヤのそれぞれに広
がるスーパーフレームプリアンブルの伝送を指示するようにさらに構成された、請求項１
に記載の無線通信装置。
【請求項６】
　前記プロセッサは、前記複数の制御チャネル伝送の前に、前記キャリヤのそれぞれに対
するスーパーフレームプリアンブルの伝送を指示するようにさらに構成された、請求項１
に記載の無線通信装置。
【請求項７】
　前記プロセッサは、第１のキャリヤを介してシンボルレートホッピング伝送を指示する
ようにさらに構成された、請求項１に記載の無線通信装置。
【請求項８】
　前記プロセッサは、第１のキャリヤを介してブロックホッピング伝送を指示するように
さらに構成された、請求項１に記載の無線通信装置。
【請求項９】
　前記プロセッサは、前記キャリヤのうちの１つでキャリヤ変更メッセージの伝送を指示
するようにさらに構成され、前記キャリヤ変更メッセージは、関連する前記無線アクセス
端末が少なくとも１つの他のキャリヤの制御メッセージを復調するよう指示する、請求項
１に記載の無線通信装置。
【請求項１０】
　前記キャリヤ変更メッセージはデータ伝送を備える、請求項９に記載の無線通信装置。
【請求項１１】
　前記キャリヤ変更メッセージは制御伝送を備える、請求項９に記載の無線通信装置。
【請求項１２】
　前記無線アクセス端末は、それぞれ、関連するキャリヤ上のみで通信する、請求項１に
記載の無線通信装置。
【請求項１３】
　前記制御チャネル伝送の１つは、マルチキャリヤ上で通信している無線アクセス端末の
ための割り当て情報を備える、請求項１に記載の無線通信装置。
【請求項１４】
　前記制御チャネル伝送のそれぞれは、前記関連する無線アクセス端末のための電力制御
情報を備える、請求項１に記載の無線通信装置。
【請求項１５】
　前記制御チャネル伝送の１つは、マルチキャリヤで通信している無線アクセス端末のた
めの電力制御情報を備える、請求項１に記載の無線通信装置。
【請求項１６】
　第１及び第２の無線アクセス端末からそれぞれ受信した通信に応答して、第１及び第２
のキャリヤを前記第１及び第２の無線アクセス端末にそれぞれ割り当てることと、
　第１のセクタから第１のキャリヤで第１の制御チャネル伝送を送信することと、
　前記第１の制御チャネル伝送と実質的に同時フレームの間に、前記第１のセクタから第
２のキャリヤで第２の制御チャネル伝送を送信することと、
　を備えた無線通信方法であって、
　前記第１及び第２の制御チャネル伝送は、それぞれ、前記第１及び第２の無線アクセス
端末がそれぞれ前記第１及び第２のキャリヤ内で他のどの制御チャネル伝送に含まれてい
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る情報も使用することなく通信することを可能にする、
　無線通信方法。
【請求項１７】
　前記第１及び第２の制御チャネル伝送は同期している、請求項１６に記載の無線通信方
法。
【請求項１８】
　　前記第１及び第２の制御チャネル伝送は非同期である、請求項１６に記載の無線通信
方法。
【請求項１９】
　前記第１及び第２のキャリヤのそれぞれは、５メガヘルツの帯域幅を有する、請求項１
６に記載の無線通信方法。
【請求項２０】
　関連する前記無線アクセス端末に少なくとも１つの他のキャリヤの制御メッセージを復
調するよう指示するために、前記第１及び第２のキャリヤのうちの１つでキャリヤ変更メ
ッセージを送信することをさらに備えた、請求項１６に記載の無線通信方法。
【請求項２１】
　前記キャリヤ変更メッセージはデータ伝送を備える、請求項２０に記載の無線通信方法
。
【請求項２２】
　前記キャリヤ変更メッセージは制御伝送を備える、請求項２０に記載の無線通信方法。
【請求項２３】
　前記第１及び第２の無線アクセス端末は、それぞれ、前記第１及び第２のキャリヤ上の
みで通信する、請求項１６に記載の無線通信方法。
【請求項２４】
　前記第１及び第２の制御チャネル伝送のうちの１つは、マルチキャリヤ上で通信してい
る無線アクセス端末のための割り当て情報を備える、請求項１６に記載の無線通信方法。
【請求項２５】
　前記第１及び第２の制御チャネル伝送のそれぞれは、前記関連する無線アクセス端末の
ための電力制御情報を備える、請求項１６に記載の無線通信方法。
【請求項２６】
　前記第１及び第２の制御チャネル伝送のうちの１つは、マルチキャリヤで通信している
無線アクセス端末のための電力制御情報を備える、請求項１６に記載の無線通信方法。
【請求項２７】
　第１及び第２の無線アクセス端末からそれぞれ受信した通信に応答して、第１及び第２
のキャリヤを前記第１及び第２の無線アクセス端末にそれぞれ割り当てるための手段と、
　第１のセクタから第１のキャリヤで第１の制御チャネル伝送を送信するための手段と、
　前記第１の制御チャネル伝送と実質的に同時フレームの間に、前記第１のセクタから第
２のキャリヤで第２の制御チャネル伝送を送信するための手段と、
　を備えた無線通信装置であって、
　前記第１及び第２の制御チャネル伝送は、それぞれ、前記第１及び第２の無線アクセス
端末がそれぞれ前記第１及び第２のキャリヤ内で他のどの制御チャネル伝送に含まれてい
る情報も使用することなく通信することを可能にする、
　無線通信装置。
【請求項２８】
　前記第１及び第２の制御チャネル伝送は同期している、請求項２７に記載の無線通信装
置。
【請求項２９】
　前記第１及び第２の制御チャネル伝送は非同期である、請求項２７に記載の無線通信装
置。
【請求項３０】
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　関連する前記無線アクセス端末に少なくとも１つの他のキャリヤの制御メッセージを復
調するよう指示するために、前記第１及び第２のキャリヤのうちの１つでキャリヤ変更メ
ッセージを送信するための手段をさらに備えた、請求項２７に記載の無線通信装置。
【請求項３１】
　前記キャリヤ変更メッセージはデータ伝送を備える、請求項３０に記載の無線通信装置
。
【請求項３２】
　前記キャリヤ変更メッセージは制御伝送を備える、請求項３０に記載の無線通信装置。
【請求項３３】
　前記第１及び第２の無線アクセス端末は、それぞれ、前記第１及び第２のキャリヤ上の
みで通信する、請求項２７に記載の無線通信装置。
【請求項３４】
　前記第１及び第２の制御チャネル伝送のうちの１つは、マルチキャリヤ上で通信してい
る無線アクセス端末のための割り当て情報を備える、請求項２７に記載の無線通信装置。
【請求項３５】
　前記第１及び第２の制御チャネル伝送のそれぞれは、前記関連する無線アクセス端末の
ための電力制御情報を備える、請求項２７に記載の無線通信装置。
【請求項３６】
　前記第１及び第２の制御チャネル伝送のうちの１つは、マルチキャリヤで通信している
無線アクセス端末のための電力制御情報を備える、請求項２７に記載の無線通信装置。
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